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３．教員免許更新制の導入等について３．教員免許更新制の導入等について
＜現行制度＞ ＜改革案＞

免許状の授与免許状の授与 免許状の授与免許状の授与

免許状に一定の有効期限を付す
○ １０年間

免許状に一定の有効期限を付す
○ １０年間

免許状の更新（１回目）免許状の更新（１回目）

免許状の更新（２回目）免許状の更新（２回目）

授与の要件

① 学士の学位等
② 教職課程の履修

授与の要件

① 学士の学位等
② 教職課程の履修

有効期限

終身有効

有効期限

終身有効

教職生活の全体を通じて、その時々で求められる教員として必要
な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新（リニューアル）
を図る制度として、更新制を導入

更新の要件は、有効期限内に一定の講習を受講し、修了すること
・一定の講習に含む内容
①新設科目に含めることが必要な事項と同様の内容
②その時々で求められる教員としての資質能力に刷新（リニューア
ル）する内容

・大学が開設する講習や、大学の関与あるいは大学との連携協力
のもとに教育委員会等が開設する講習を国が認定。
更新の要件を満たさなかった場合には、免許状は失効
・ ただし、所要の講習を受講・修了すれば、失効してからの年数
に関わらず、再授与の申請は可能。

教職生活の全体を通じて、その時々で求められる教員として必要
な資質能力が保持されるよう、定期的に必要な刷新（リニューアル）
を図る制度として、更新制を導入

更新の要件は、有効期限内に一定の講習を受講し、修了すること
・一定の講習に含む内容
①新設科目に含めることが必要な事項と同様の内容
②その時々で求められる教員としての資質能力に刷新（リニューア
ル）する内容

・大学が開設する講習や、大学の関与あるいは大学との連携協力
のもとに教育委員会等が開設する講習を国が認定。
更新の要件を満たさなかった場合には、免許状は失効
・ ただし、所要の講習を受講・修了すれば、失効してからの年数
に関わらず、再授与の申請は可能。

教員としての資質能力の全体を明示的に確認するため、新たな科
目を新設
○ ①学士の学位等

②教職課程の履修
（教員として最小限必要な資質能力を最終的に形成し、確認す
るための科目を新設）

○ 「教職実践演習（仮称）」の新設・必修化
・模擬授業や場面指導等により、「使命感や責任感、教育的愛情
等を持って、教科指導、生徒指導等の職務を実践できる資質能
力」を確認。

・科目に含めることが必要な事項（教員としての使命感、責任感、
社会性、教科の指導力等）を法令上、明確化。

○ 教職課程全体を通じた「教職指導」の実施を法令上、明確化。
各大学における組織的指導体制（教員養成カリキュラム委員会）を
整備。

教員としての資質能力の全体を明示的に確認するため、新たな科
目を新設
○ ①学士の学位等

②教職課程の履修
（教員として最小限必要な資質能力を最終的に形成し、確認す
るための科目を新設）

○ 「教職実践演習（仮称）」の新設・必修化
・模擬授業や場面指導等により、「使命感や責任感、教育的愛情
等を持って、教科指導、生徒指導等の職務を実践できる資質能
力」を確認。

・科目に含めることが必要な事項（教員としての使命感、責任感、
社会性、教科の指導力等）を法令上、明確化。

○ 教職課程全体を通じた「教職指導」の実施を法令上、明確化。
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整備。

教員としての資質能力の
全体を確認できていない

※現職教員に更新制を適用することが可能かどうか、さらに検討。


